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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成１１年 ５月 第１８回富山県地方港湾審議会  

・平成１１年 ７月 港湾審議会第１６９回計画部会 

の議を経、その後の変更については 

・平成１４年 ５月 第２０回富山県地方港湾審議会  

・平成１４年 ７月 交通政策審議会第４回港湾分科会  

・平成１６年 １月 第２１回富山県地方港湾審議会  

・平成１７年 １月 第２２回富山県地方港湾審議会  

・平成１７年 ３月 交通政策審議会第１３回港湾分科会  

・平成２０年 ３月 第２３回富山県地方港湾審議会  

・平成２３年 ２月 第２５回富山県地方港湾審議会  

・平成２４年 １月 第２６回富山県地方港湾審議会  

・平成２４年 ３月 交通政策審議会第４８回港湾分科会  

・平成２４年 ８月 第２７回富山県地方港湾審議会  

・平成２５年 ２月 第２８回富山県地方港湾審議会  

・平成２６年 ３月 第２９回富山県地方港湾審議会  

・平成２７年 ３月 第３０回富山県地方港湾審議会  

・平成２７年１２月 第３１回富山県地方港湾審議会  

・平成２８年 ２月 交通政策審議会第６２回港湾分科会  

・平成２８年 ３月 第３２回富山県地方港湾審議会  

・平成３０年 ３月 第３４回富山県地方港湾審議会  

・平成３０年 ６月 交通政策審議会第７１回港湾分科会 

・令和 ２年 ３月 第３５回富山県地方港湾審議会  

の議を経た伏木富山港の港湾計画の軽易な変更をするものである。  
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－1－ 
 

変更理由 

旅客船の大型化に対処し、また、安全で円滑な航行環境を確保するた

め、新湊地区において旅客船埠頭計画及び水域施設計画を変更する。 

 

  



 

－2－ 
 

港湾施設の規模及び配置 
１ 旅客船埠頭計画 

１－１ 新湊地区 

旅客船の大型化に対処するため、以下の施設について計画を変更す

る。 

水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長２９６ｍ 

（うち２２０ｍ既設） [既設の変更計画] 

 

既設 

水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長２２０ｍ 

 

 

２ 水域施設計画 

２－１ 新湊地区 

泊地 

係留施設の計画に対応して、以下の施設について計画を変更する。 

泊地    水深７．５ｍ 面積１２ｈａ 

（うち既設１２ｈａ） [既設の変更計画] 

 

既設 

泊地   水深７．５ｍ 面積１３ｈａ 

 

 



 

 
 

伏木富山港港湾計画位置図 
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